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　被害の状況に応じて、所得税
の軽減や免除、源泉所得税の徴
収猶予や還付、廃車となった自
動車の自動車重量税の還付な
どの特例があります。詳しく
は、お問い合わせください。

問合先　岩見沢税務署（２東 4）
　　　　�２２局０８１０

　被害の状況に応じて、自動車税の減免や
納税の猶予等の軽減措置があります。　詳し
くは、お問い合わせください。

問合先　空知総合振興局納税課（８西５）
　　　　�２０局００５５

　被害の状況に応じて、住民税と軽自動車
税等の減免や納税の猶予等の軽減措置があ
ります。詳しくは、お問い合わせください。

問合先　市税務課
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